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令和３年度第５回理事会議事概要 

 

 

日 時 ： 令和３年８月６日（金）１５：３０～１６：００ 

 

場 所 ： 森林総合研究所特別会議室（つくば市） 

     （今泉理事、中西総括審議役、石原総括審議役、森谷審議役はＴＶ会議で 

参加）  

 

出席者 ： 理事長               浅野  透 

 

      理事（企画・総務・森林保険担当）  矢野 彰宏 

 

      理事（研究担当）          坪山 良夫 

 

      理事（育種事業・森林バイオ担当）  今泉 裕治 

 

      理事（森林業務担当）        志知 雄一 

 

      理事（法令遵守担当）        井田 裕之 

 

      監事                鈴木 直子 

 

      監事                髙橋 正通 

 

      総括審議役             寺川  仁 

 

      総括審議役             中西  誠 

 

      総括審議役             石原  聡 

 

      審議役               森谷 克彦 

 

      企画部長              小林  功 

 

      総務部長              青柳  浩 
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１．開会 

（寺川総括審議役） 

令和３年度第５回理事会を開催いたします。 

本日は報告事項が４件です。それでは順次、説明をお願いいたします。 

 

 

２．議事（報告） 

Ⅱ－１ 障害者の雇用状況について（一部非公表） 

（青柳総務部長） 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」におきまして、当機構については、国に準じ

て、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう

義務づけられております。当機構におきましては、本年６月１日での障害者雇用率は３.

１９％となりまして、法定雇用率の２．６％を上回ることが出来ました。 

障害者雇用にご尽力いただいた関係の方々にお礼を申し上げます。 

 

（矢野理事） 

 各センター、出先を含めて、ご協力をいただきありがとうございました。去年までは

法定の数字ぎりぎりのところであり、その法定の数字も上がり心配していましたが、達

成できているという状況になりました。 

なお、雇用するだけではなく、障害者の方が安心して働けるような職場環境作りも大

事だと思っています。ダイバーシティ推進委員会においてもそのことについて、どのよ

うなことができるか議論をしておりますので、今後とも引き続きご協力をよろしくお願

いします。 

 

Ⅱ－２ 令和３年度第１回水源林造成業務リスク管理委員会概要について（非公表） 

※志知理事から本件の説明が行われた。 

 

Ⅱ－３ 令和３年度第１回森林保険センター統合リスク管理委員会審議概要について

（非公表） 

※石原総括審議役から本件の説明が行われた。 

 

Ⅱ－４ （国研）森林研究・整備機構における新型コロナウイルス感染症対策について 

（寺川総括審議役） 

 資料５ページから７ページまでは実行本部設置後、当機構で取り組んできた対策につ

いてまとめています。８ページの２つが新しく追加した取組になりますので、そこにつ

いて説明させていただきます。 

 １つめは在宅勤務規程を制定しました。在宅勤務制度は４月の理事会で承認いただい

ており、内部手続きが終了し６月２１日付けで制定されました。この制度はワークライ
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フバランスの実現とともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止と業務継続の両立に資

するため、在宅勤務を導入するものです。 

 ２つめは７月中旬以降の新型コロナウイルス感染症急拡大を受けて、実行本部から発

出したものです。内容については、資料には詳しく書いていませんが、感染防止対策の

徹底、地域の感染状況等を踏まえた出張の計画、イベント開催時の対策、在宅勤務の促

進、時差出勤や夏季休暇等を活用した混雑回避や外出自粛、そのほか、今の時季は新型

コロナウイルスだけではなく熱中症も大きなリスクになることから、現場で充分な距離

（最低１ｍ、可能な限り２ｍ）が確保できる場合はマスクを外す等の注意喚起をしてお

ります。 

 そのほか、８月８日～３１日まで茨城県内、つくば市を含む３８市町村がまん延防止

等重点措置の対象地域になったことから、研究所内だけですが、本日付けで注意を促す

文書を発出しております。 

 全国では８日からまん延防止措置を行う都道府県が８県追加され、１３道府県になる

ことになっております。緊急事態宣言区域は６都府県であり、すべて今月３１日までと

なっております。 

 ５月の理事会でも説明しておりますが、森林研究・整備機構における新型コロナウイ

ルス感染防止対策の取組状況の最新版を９ページに取りまとめております。 

 ８月いっぱいはこの状況が続くことが予想されており、お盆の帰省の時期と重なるこ

とから、県境を越える移動の自粛を呼びかけている自治体については、呼びかけを尊重

して行動するよう職員にお願いしているところです。 

 

（鈴木監事） 

ワクチン接種の有無を関係なく取組をお願いしているのでしょうか。 

 

（寺川総括審議役） 

 ワクチンについては、接種の有無に関わらず取組をお願いしているところです。 

 なお、ワクチンには多くの副反応があると聞いているので、業務においてはその辺も

考慮する必要があると思います。 

 

（浅野理事長） 

 感染者数がかなり増えており、職場での感染も増えていると聞いています。 

感染防止対策に努めていただき、職場内クラスターを発生させないよう注意をお願い

します。 

 

（寺川総括審議役） 

ほかに質問がないようでしたら、これで令和３年度第５回理事会を終了いたしま

す。次回は９月１０日（金）に行います。開催は今回と同じテレビ会議を予定してお

ります。 

 

３．閉会 




